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市民参加推進指針の策定趣旨 

 

 

○社会的機運の高まり 

時代は大きな節目を迎え、少子・高齢化、国際化の進展、環境問題の深刻化など、社

会環境が大きく変化する中で、社会構造にも変化があらわれ、地域の人と人とのつなが

りに希薄化を招くとともに、地域住民の助け合いの意識が低下しています。 

しかし、阪神・淡路大震災におけるボランティア活動を契機として、地域や社会が抱

える問題や課題を行政に任せるのではなく、市民自らの手で解決しようとする自主的・

自立的な活動が改めて注目されています。 

また、平成１２年に地方分権一括法が施行され、いわゆる地方分権時代が到来したこ

とにより、これまで国が担ってきた役割が見直され、地方自治体のあり方についても再

検討、再構築が求められております。 

このような中、市民意識の面でも、ライフスタイルの見直しや余暇時間の増大、情報

化の進展により、自分の持つ能力を社会貢献に活かしたい、地域課題の解決に役立てた

いという機運が高まっています。 

 

○市民と行政の関係 

昨今、市民と行政の関係は、住民自治の基本原則である自助（自分の生活は、自分で）・

共助（個人でできないことはお互いの助けあいで）・公助（税金等をもとに、必要なサー

ビスを行う）からみると、市民の求めに応じて、行政の担う範囲が自助・共助の分野に

まで拡大し、住民自治本来の姿からは、かけはなれたものになりつつあります。 

これからは、多様化する市民ニーズに対応するためにも、市民の要望に行政が応える

という関係から、市民と行政が適正な役割分担をしながら、対等かつ自由な立場で、共

通の目的達成のために、協働して取り組む構造に転換する必要があります。 

 

○本市の取り組み 

  泉南市では、第 4 次総合計画において、市の将来像を「水・緑・夢あふれる生活創造

都市泉南」とし、市民参加のまちづくりを進めるため、インターネットなど様々な情報

媒体を積極的に活用するとともに、市民や地域社会を構成する様々な主体との積極的な

連携・協力、さらに市民相談体制の充実による市民ニーズの的確な把握に努めるなど、

市民の意見が充分反映された市政の実現をめざしていかなければなりません。 
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○指針の方向性 

  今後、協働によるまちづくりを進めるためには、まちづくりのパートナーとして重要

な役割を担うことが期待される市民と共通認識・共通理解のもと、連携・協力していく

ことが重要であります。 

  このようなことから、本指針については、市民と行政がお互いの役割を見直し、目標

を共有する協働の領域について検証することで、市民が協働によるまちづくりのパート

ナーとして重要な役割を担うまでのプロセス（参加→参画→協働）や市民活動を促進す

るための環境整備について、基本的な考え方をまとめることを目的として策定すること

が望まれます。 

 

 

 

 

 

協働について話し合いましょう！ 
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第１章 協働の基本的な考え方 

 

１ 協働の理念 

 

  市民の生活様式や価値観の変化により、地域社会や家族のあり方に大きな変化が現

れ、市民はあらゆる生活領域において、多様な公共サービスを求めるようになり、行

政への依存度はますます高くなっています。 

  従前の行政は、市民の要望に応じて、新たな公共サービスを提供してきた結果、行

政の担う範囲が広範囲となり、サービスの低下等、市民の要望に十分対応することが

困難となってまいりました。 

   また近年では、日常的課題の解決や地域の課題に自主的・主体的に取り組もうとす

る市民の活動を促進することにより、従来行政が担ってきた「公共」について、市民

を「新たな公共」の担い手と考える「新たな市民参加」の考え方が取り上げられるよ

うになってきています。 

   このようなことから、多様で豊かな地域づくりを進めるためには、市民や地域社会

を構成する様々な主体と行政の「協働」により、地域課題の解決に向けて、互いの特

性を生かし、対等の立場で、共に考え、共に取り組むことが求められていると考えら

れます。 

 

 この指針での市民とは、市内に在住する個人や市内に活動拠点を置く市民活動団体とします。 
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２ 協働とは 

 

   本市における協働とは、「市民と行政が共通の目的を達成するためにパートナーとし

て、お互いの特性を認識・尊重しあいながら、課題解決に向けて協力・協調すること」

とします。 

   また、市民と行政が一体となったまちづくりを進めるためには、「協働」の考え方を

もとに、市民と行政がお互いに信頼関係で結ばれた緊張感のある責任分担を前提にし

て、ともに学び・育ち・変わることが必要です。 
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行政の領域 市民の領域 

行政の領域 市民の領域 

従来の姿 

目指す姿 

市民と行政が「協働」して担う部分 

 

公共的な領域

協働の領域拡大の概念図 



３ 市民参加・参画・協働の関係 

 

   新たな市民参加によるまちづくりを構築するためには、市民の参加・参画・協働と

いった段階を通して、市民が主体的に行動を起こし、解決すること、つまり、住民自

治の本旨である自己決定・自己責任の原則をまちづくりのあらゆるケースに取り入れ

ていくことが必要です。 

   この指針では、これまで行政が参加の機会を用意し、そこに市民が参加するといっ

た市民参加の形態を、市民自らが公共課題・地域課題に対し、自主的・主体的に取り

組む参加のシステムについて提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新たな市民参加」とは多種・多様な主体（市民）が行政と「出会う」ことにより、と

もに「学び」・「成長し」そして「気づき」、公共領域を「担う」ことができる参加の仕組み

です。 
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◎従来の市民参加 

 行政が主体となって、事業内容を決

定し、参加の機会を提供する形態。 

 

① 行政主催のイベントへの参加 

② 説明会、公聴会、懇談会への参加 

③ 世論調査、陳情 

◎従来の市民参画 

 行政が政策を決定する段階で、地域

の代表、市民団体の代表として審議会

や委員会の委員として参加する形態。

① 審議会への参加 

② 委員会への参加 

③ 市民会議への参加 

◎新たな市民参加・参画 

   これからの市民参加は、市民と行政が公共領域を支える対等なパ

ートナーとして、参加・参画していく形態。 

① イベントの共催、後援 

② 公共施設の管理運営 

③ 市民代表として政策決定段階での審議会等への参画 

④ 共同事業（実行委員会方式） 

めざす姿（協働） 

従来の姿（行政主導） 



４ 協働を進めるうえでの基本原則 

   市民と行政が協働でまちづくりを進めるにあたっては、対等な関係で役割分担を決

め、お互いの長所・短所を補っていくことが重要です。役割分担のバランスが崩れる

と、一方が、他方に依存することになりかねないことから、次のような協働のルール

作りが必要と考えられます。 

 

  （１）目的・目標の共有 

     何のために協働するのかという「目的」と、何をいつまでにどれだけの成果を

あげるのかという「目標」を明確にし、共有する。 

 

  （２）相互理解 

     それぞれの特性や価値観の違いを認め合い、特性の違いをよく理解して信頼関

係を形成する。 

 

  （３）対等な関係 

     お互いが上下関係や分け隔てのない関係のもとで、同じまちづくりの当事者と

しての意識をもって対等な立場を維持し、協働を進める。 

 

  （４）役割分担と自己責任。 

     共通する課題の解決に向けて、同じ目的を持ち、役割分担を明確にした上で、

責任の所在を明確にする。 
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目的・目標を共有し、相互に理解し、対等な関係で

同じ目的意識のもと、自己責任と役割分担を明確に

して、協働を進めましょう。 



第２章  協働事業についての考え方 

 

１ 協働事業とは 

   本市における協働事業とは、「地域の特色を活かした個性豊かなまちづくりを進める

ために、市民と行政が同じ目的意識をもって地域課題などを解決するために、お互い

の専門性を活用し、責任の所在と役割分担を明確にして取り組む事業」とします。 

 

 

２ 協働事業の領域 

   協働によるまちづくりを行う場合、その組み合わせとして、「市民と行政の協働」、「市

民と市民の協働」、「行政と行政の協働」がありますが、この指針の協働の領域は、立

場や性質が違う「市民と行政の協働」によるまちづくりを行う次の図②～④の協働事

業とします。 

   つまり、下記の「協働事業の領域」が、同じ目的意識をもって協働を実施しやすい

領域と考えます。 

 

                協働の領域 
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①行 政 
 
行政の責任

と主体性によ

り行う事業 

 

②行政主導 

 

行政が主体性

を持って、市民

の協力・参加を

得て行う事業 

 

 

③市民･行政 

 

市民と行政

がお互いの特

性を活かして、

協力して行う

事業 

 

④市民主導 

 

市民主体のも

とに行政の協力

により行う事業

 

⑤市 民 
 
市民が自発的

に責任を持って

単独で行う事業 

行政主導 市民主導 



３ 協働事業のあり方について 

   市民参加を促進するためには、情報を的確に市民に発信するとともに、市民が参加

したいと思えるような多様な仕組みを整備する必要があります。 

   また、市民も市の事業に関心をもち、その自覚と責任のもとに、様々な課題の解決

に向けて積極的に取り組むことが必要です。 

 

行  政 市  民 

①参加したくなる事業づくり 

 市民が参加したくなる事例を行政の施

策・事業の中に取り組んでいくことができな

いか、或いは、事業を公的な場にうつすこと

ができないか、その方法について検討するこ

とが重要です。 

 

②参加しやすい環境づくり 

 行政が行う事業の種類によっては、参加す

るメンバーが固定化しており、偏った傾向に

なりがちです。例えば、参加しやすい時間帯

に事業を行うなど、市民が参加する上で障害

となる要件を取り除き、環境づくりの改善に

努める必要があります。 

 

③情報の共有化 

 市が行う施策や事業への市民参加を推進

するためには、市民に対する説明責任を果た

ため、情報提供・情報公開を徹底することが

重要です。 

また、施策や事業に対する興味や理解を深

めてもらえるよう、市のホームページや広報

紙をはじめとする多様な情報媒体を活用し

て、必要な情報を提供することが必要である

と考えます。 

 

①参加したくなる事業づくり 

 自分だったら、どんな施策・事業に参加し

たいかを考え、意見を提案する。 

 

 

 

 

②参加しやすい環境づくり 

 企画段階から事業に関心をもち、参加しや

すい環境づくりを提案する。 

 

 

 

 

 

③情報の共有化 

 市のホームページや広報紙をはじめとす

る多様な情報媒体により日頃から情報を受

け取り、市の施策や事業へ関心を持つ。 

 また、情報公開の制度を活用し、行政に関

する情報を入手する。 
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４ 協働事業を進めるための市民と行政の役割 

 

 協働を推進するうえで、市民と行政はそれぞれの役割を認識し、その役割を担えるよ

うに取り組むことが求められます。 

 

  （市民の役割） 

    協働事業のパートナーとしての市民には、次のような役割と自覚が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （行政の役割） 

    市民との協働によるまちづくりを進めるため、行政には次の役割と責任がありま

す。 
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① 市民自らが、まちの構成員としての自覚をもち、まちの将来について関心 

をもつこと。 

② まちづくりに関するイベントや行政が開催する説明会などに積極的に参加 

 すること。 

③ まちづくりのために役立つ情報については、積極的に提供すること。 

① 行政が持つ情報を積極的に提供すること。 

② 情報を公開し、市政運営における市民への説明責任を果たすこと。 

③ まちづくりの過程を把握し、問題点がでれば市民と協議するなど、必要な措

置を講じること。 

市民と行政は、それぞれの役割を

認識することが重要です。 



５ 協働へのプロセス 

 

   市民と行政では、意思決定のシステムが異なっており、双方が様々な形で協働事

業を実施していくためには、地域課題を共有・認識し、役割分担をどのようにする

のかを市民と行政が理解し協働事業を進めていく必要があります。 

    協働による事業の実施については、一般的に次のようなプロセスがあると考えま

すが、以下の例示以外にも実態に即して弾力的に取り組むことが必要です。 

 

  (プロセスの例示) 

   ①各主体(市民、行政)による事業の企画立案 

        市民と行政のそれぞれの専門性を生かし、得意分野・資源などを有効に

活用できるような施策・事業の企画立案を行う。 

   ②企画案の公開と協働の相手探し 

        作成した施策・事業の企画案を公表し、協働事業が効率的に実施できる 

        相手を探す。    

   ③目的の共有と意志確認、解決方法の検討 

        協働事業を実施するに当たり、双方の目的意識の確認ときめ細かいサー

ビスや事業の効率的な方法を検討する。            

   ④責任と役割分担の明確化 

        責任の所在と役割分担を明確にし、双方が理解のもと事業実施に向けて 

        可能性を検討する。 

   ⑤協働事業の合意（効率的な協働形態の決定、事業目標の設定） 

        サービスの質・量をさらに高める合意形成を行い、事業実施を決定する。 

        

   ⑥協働事業の実施 

        協働事業の実施に際しては、目的の共有が重要です。その上で、双方の 

        役割分担を再確認し、相互の協力体制がとれるように努める。 

   ⑦事業の評価（事業実施中及び終了後の評価） 

        協働事業については、双方が事業評価を行い、今後の協働事業に役立て

ることが重要です。また、評価の結果を公開し市民の声を反映していく

ことも重要であると考えます。 

   ⑧フィードバック（事業評価をもとに再度の事業実施） 

        双方の事業評価を真摯に受け止め、今後の協働事業を実施するために反

映させていくことが重要です。 
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６ 協働にふさわしい事業と形態 

 

   協働事業は、事業を行うひとつの手段です。協働することのみを目的として考える

のではなく、市民と行政がお互いの知識や経験を活かして、効果的、効率的に事業を

実施することが、新たな市民参加（協働）につながるものと考えます。 

 

次のような事業が、協働でより高い効果が期待できると考えます。 

 （１）市民の参加によりきめ細かなサービスが提供できる事業 

 （２）協働のパートナーの知識と経験を活かした、行政とは異なった事業展開が期待で

きる事業 

 （３）地域の実情に沿って進めることができる事業 

 （４）行政とは異なった発想を加味した事業の展開が期待できる事業 

 （５）行政が行うよりも、機動性が発揮できる事業 

（６）社会的課題や市民ニーズに先駆的に取り組める事業 

 

   また、協働事業としては、委託、補助、共催、後援などの形態があります。事業 

目的の達成のために適切な協働の形態を選択する必要があります。 

 

    委託・・・行政が市民に対して、協働になじむ事業を委託する事業形態 

    補助・・・市民が主体的に取り組む事業で、行政が資金を提供する事業形態 

    共催・・・市民と行政で構成された組織で事業を行う形態 

    後援・・・行政が事業に対して、後援という形式で名前を連ねる事業形態 
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委託、補助、共催、後援など、事業実施に

あたり、どの事業形態がいいのか十分話し

合いましょう。 



①人材の確保 

   市民活動への参加人数が少ない。活動を担う中心的リーダー不足や後継者不足。

  ②組織運営 

   メンバーの固定化と活動内容のマンネリ化。 

  ③資金 

   活動資金が少ないため、事業が出来ず、結果、構成メンバーが減少する悪循環。

  ④情報 

   市民活動そのものの情報や行政からの情報不足。情報交換などの交流・連携不足。

第３章 協働事業を進めるための市民活動のあり方 

 

 １ 市民活動の課題 

  多種・多様な分野において市民活動が展開される中で、市民活動が抱える課題として、

活動拠点の整備・機能の充実をはじめ、自立して活動を継続していく上で、必要となる

のが組織運営・資金・人材の確保などがあります。それらの課題を解決していくために

は、活動のための基盤づくりが必要です。 

  また、市民と行政のパートナーシップを促進するためには、市民の自発性・自主性を

尊重しながら、協力していく仕組みが必要となります。そして、活動が幅広く市民の理

解を得て、自立・発展していくためには、市民活動の役割や促進策を社会に向けて伝え

ていくことも大切です。 

 

 

 

市民活動における主な課題 
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２ 市民活動の役割 

 

   市民ニーズが多様化し、内容も個性化・複雑化しているなか、従前のように、市民

から求められたものすべてを行政が引き受けることは難しく、対応できない様々な問

題が生じていることから、市民ニーズに的確に応えるためにも、市民活動の役割は、

ますます重要となってきます。 

  

   市民活動には、次のような役割が期待されています。 

 

   （１）市民活動は、柔軟性・個別性などの特性を持っており、社会の課題を自ら発

見し、その解決に向けて取り組み、実情に応じたきめ細かなサービスの提供者

となることが期待できます。 

 

   （２）自らの経験や能力を活かした新たな生きがいを求めて市民活動を行う人が増

えてきており、こうした市民活動は、地域における新たな自己実現、仲間づく

り、生きがいづくりの提供者としての役割を果たすことが期待できます。 

 

   （３）地域社会で生じている課題や市民ニーズに対して、行政だけではサービスが

行き届きにくい面が多くあることから、市民と行政がお互いに協働することに

より、それぞれの役割分担を考え直し、新たな市民活動のスタイルを確立する

ことにより、市民と行政が新たなまちづくりのパートナーとしての重要な役割

を担うことが期待できます。 
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市民ニーズが多様化し、内容も複雑に

なっていることから、市民活動の役割

は、ますます重要となっています。 



３  市民活動を促進するための基本的な考え方 

 

  自分の意思や能力を発揮し、目的や夢を実現するためには、市民と行政がともに考え

ともに行動することが大切であると考えられます。 

 

 （１）基本的な考え方 

   ① すでに市民活動に取り組んでいる市民以外にも、市のまちづくりなど様々な分

野・領域に興味や関心をもつ市民が潜在していることに目を向け、人材の発見や

育成を図りながら、市民活動に対する関心や参加意識を醸成し、自立した市民活

動の育成・支援に努めることが必要であると考えます。 

 

   ② 定年を迎えた団塊世代の方々が、仕事で培ったノウハウや趣味を活かして地域

に役立つ活動ができる機会・場所が少ないことから、趣味活動や出会いの場を提

供することにより、様々な事業への参加を促すことが重要であると考えます。 

 

   ③ コミュニティ活動やボランティア活動を通じて、福祉、防災などの様々な活動

に興味を持ち、自主的、自発的に参加する機運を高めることが必要であると考え

ます。 

 

 （２）行政の基本姿勢 

   ① 職員一人ひとりが、市民活動に対する認識を深め、これからの地域社会は、市

民と行政の協働により、築きあげていかなければならないという意識をもつこと

が重要であることから、職員研修会の開催を通して、協働に対する意識づくりに

取り組みます。 

 

   ② 市民活動を促進するために、新しい制度や施策を進めることも重要ですが、既

存の制度や施策を見直し、最小の経費で最大の効果がでるよう創意工夫に努めま

す。 

 

   ③ 市民活動の支援・促進については、常に公平に努めるとともに、施策の実施に

ついては、客観性・透明性の確保につとめ、活動を側面的に支援し、活動を担う

市民が一人でも多くなるように努めます。 
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行政の基本姿勢 

①協働に対する意識づくり 

②既存の制度･施策の見直しと創意工夫 

③支援･促進の公平性、施策実施における

客観性・透明性の確保 

市民活動の基本的な目標 

①自立した市民活動の育成・支援 

②団塊の世代の施策事業への参加 

③コミュニティ活動、ボランティア活

動等を通じた自主的、自発的な活動

への参加 

市民活動促進の基本的目標および行政の基本姿勢 

 

 

 

 

  

 

 

 

（３）市民活動を促進するために 

   市民との協働によるまちづくりを進めるため、次の支援策を提案します。 

現在の財政状況等により、実施困難な施策もありますが、市民活動の状況や情勢な

どの変化を見ながら柔軟に対応していく必要があると考えます。 

 

   ① 活動拠点の整備 

     市民の交流や会議ができ、活動事例など情報を収集し、提供できる場所として、

公民館、老人集会場等の既存施設の環境整備や利用条件等を見直し、市民が利用

しやすく、かつ活動場所が円滑に確保できるような仕組みづくりが求められます。 

 

   ② 参加機会の提供 

     市民意識の中には、機会があれば市民活動に参加したいという思いがあり、片

や人材を必要とする団体もあることから、このような思いが現実の行動に移せる

ような情報の収集・発信のための新たな手法により接点を提供する必要がありま

す。 

 

   ③ 市民活動を支える人的資源及び人材の確保 

     地域における市民活動を支え、まとめ、指導的力量を発揮するリーダーなど組

織を担う人材の発掘・育成を図り、市民活動がさらに発展していくことが求めら

れます。 

 

   ④ 市民活動団体のネットワークづくり 

     市民活動を通して交流を進め、相互に連携することにより、市民活動に関する

情報を共有できるネットワークづくりが重要となります。 
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④市民活動団体の 

交流ネットワークの構築 

②参加機会の提供 

①活動拠点の整備 

③人的資源 

及び人材の確保 

市民活動を促進するための施策 
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まとめ 

 

   指針作成については、８名の委員で構成する「泉南市市民参加推進指針作成ワー

キンググループ」を設置し、チーム会議を重ねた中で、「市民と行政との協働」の重

要性を再認識し、広く市民と協力・連携しながら「協働によるまちづくり」を進め

ていくための基本的な考え方をまとめました。 

   今後、この指針を基にして、「市民活動」を促進するための具体的な施策・事業に

ついて、実行可能な事から積極的に進めていくことが必要です。 

   まちづくりは、市民と行政のどちらか一方だけで行うものではありません。一番

大切なことは、市民と行政の双方が「わがまち・泉南」を愛し、自分たちのまちを

共に育てていくという気持ちをもつことだと考えます。 
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